
O平成 20年 9月分からの
健康保険・厚生年金保険料額表

健康保険料率  :平成20年 3月 1日 ～ 適用
厚生年金保険料率 :平成20年 9月 1日 ～平成21年 8月 31日  適用
児童手当拠出金率 :平成 19年 4月 1日 ～ 適用

政府管掌の健康保険料率

介護保険第2号被保険者に該当しない場合…82%
″ 第2号被保険者に該当する場合 ・̈933%
厚生年金保険料率
一般の被保険者

※厚生年金基金加入員   …1035%～ 1295%
坑内員・船員の被保険者      …1620%
※厚生年金基金加入員   …1120%～ 1380%
日本たばこ産業株式会社の被保険者  …1555%
旅客鉄道会社等の被保険者     …1569%
農林漁業団体事業所等の被保険者

20年 9月 分 (同年10月 納付分)   …1612%
20年 10月 分 (同年11月 納付分)以降  …1535%

※「介護保険第2号被保険者」とは、40歳以上65歳未満の方です。 O児童手当拠出金率 (事彙主が全饉負担) …013%
※等級欄()内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
5(1)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合、「93,000円 以上101,000円 未満」を「101,ooo円 未満」と読み替えてください。
34(30)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合、「605,000円以上635,000円未満」を「605,000円以上」と読み替えてください。

●被保険者負担分 (表の折半額の欄 )に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
50銭を超える場合は切り上げて1円 となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、
50銭以上の場合は切り上げて 1円 となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

※健康保険組合の組合員の健康保険料 (介護保険料を含む。)については、加入する健康保険組合へお問合せください。

●平成 20年 4月 からの政府管掌健康保険の特定保険料率、基本保険料率について
政府管掌健康保険におきましては、 (一般)保険料率 (82%)の うち、特定保険料率は33%、 基本保険料率は49%と
なっております。
これらは、保険料率の内訳を示すもので、保険料の算定に用いる (一般)保険料率は、82%で あり、変更はありません。
また、特定保険料について被保険者の方の理解を深めていただくため、事業主の皆様におかれましては、被保険者負担分
の保険料を徴収する際には、被保険者の方に対し、給与明細書等に特定保険料額及び基本保険料額の内訳を示すことなど、
特定保険料に係る情報提供に努めていただきますようご理解とご協力をお願いします。

※平成20年 10月 より、政府管掌健康保険は全国健康保険協会 (協会けんぼ)が運営することとなります。
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